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（
国
土
交
通
委
員
会
）

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特

別
措
置
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
の
危
機
的
な
財
政
状
況
に
か
ん
が
み
、
公
団
の
債
務

の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
措
置
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
公
団
の
債
務
の
承
継

に
関
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
、
そ
の
時
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
公
団
の
債
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、

一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
。

１

長
期
借
入
金
に
係
る
債
務
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
息
（
施
行
日
以
前
に
発
生
し
て
い
る
利
息
の
う
ち
、
施
行
日
以
後

に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

）
に
係
る
債
務

。

２

本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
係
る
債
務
（
施
行
日
前
に
支
払
期
が
到
来
し
た
利
息
に
係
る
も
の
を
除
く

）
。

二
、
一
の
政
令
で
定
め
る
債
務
は
、
公
団
が
、
当
該
債
務
の
負
担
の
軽
減
に
よ
り
、
そ
の
余
の
債
務
を
着
実
に
減
少
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
る
。
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三
、
そ
の
他
債
務
の
承
継
に
関
す
る
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


